
重要事項説明書（介護予防通所介護） 

 

あなたに対する通所介護サービスの提供にあたり、当該事業所があなたに説明すべき事項

は次の通りです。 

 

１ 事業者 

事業者の名称 株式会社 友結 

所在地 広島県福山市新市町大字下安井２１３９番地３ 

代表者名 代表取締役 田幡 康介 

電話番号 ０８４７－５４－２３２１ 

 

２ ご利用事業所 

事業所の名称 デイサービスセンター かがやき 

所在地 広島県福山市新市町大字下安井２１３９番地３ 

管理者 藤田 健祐 

電話番号 0847-54-2321 FAX番号 0847-54-2322 

 

３ 事業所の目的と運営方針 

事業の目的 

 株式会社 友結 が開設するデイサービスセンターかがやきが行

う介護予防通所介護事業所は、居宅において要支援状態にある高齢者

に対して作成された介護予防サービス計画に基づいて適切に介護予

防通所介護サービスを提供し、要支援者の必要な日常生活上の支援及

び機能訓練等介護その他必要な援助を行うことにより、利用者の心身

の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持または向上を図り

ます。 

運営規程の方針 
 事業の実施にあたって、関係市町、地域の保健、医療、福祉サービ

スと綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。 

 

４ 定員、営業日及び地域 

定員 10名(通所介護定員を含む) 

実施日 月・火・水・木・金・土(祝日も含む)に実施。日曜日休業あり。営業

時間は午前 8時 30分から午後 5時 30分とし、サービスの提供時間

は午前 9時から午後 5時までとする。 

実施地域 福山市北部・府中市一部 

 



 

５ 職員体制 

 常勤 非常勤  常勤 非常勤 

管理者 １  機能訓練指導員  １ 

介護職員 １ ６    

生活相談員 １ 1    

 

６ サービス内容 

種類 内容 

計画 通所介護計画の立案 

送迎 当施設の所有する送迎車にて、利用者の自宅と事業所までの間

の送迎を行います。 

健康管理 当事業所利用時は、バイタルチェックを(血圧・体温測定)を行

います。また、緊急時等必要な場合には主治医あるいは協力機

関等に責任を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努

めます。 

食事 当施設職員が調理したものを提供します。栄養士の管理の下

様々な献立で温かい食事を提供します。(食事時間 12時から 13

時予定) 

入浴介助 一般浴槽にて入浴介助を行い、自宅での入浴自立に向けての適

切な援助を行います。 

排泄介助 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、自立に

ついても適切な援助を行います。 

相談及び援助 利用者及びその家族からいかなる相談についても誠意をもって

応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。 

機能訓練 看護師による運動指導や、痛みの相談など(火曜日午前中の

み)、利用者の状況に合った機能訓練を行い、身体機能の低下を

防止するように努めます。 

レクリエーション 当事業所は、事業所での生活を実りあるものとするために、適

宜レクリエーション行事を企画します。又、利用者の好みに合

わせたアクトも充実しています。 

 

 

 

 

 



７ 利用料等 

① サービス利用料（月額） 

要支援１ １，７９８円 ３，５９６円(２割負担) 

要支援２ ３，６２１円 ７，２４２円(２割負担) 

② 若年性認知症受入加算  ２４０円(月額) 

③ サービス提供体制加算  要支援１  ７２円(月額) 

            要支援２  １４４円(月額) 

④ 処遇改善加算Ⅰ    ５．９％ (月額) 

⑤ 特定処遇改善加算Ⅰ  １．２％（月額） 

⑥ 介護職員等ベースアップ等支援加算  １．１％（月額） 

その他の費用 

① 食事費用   昼食 200円 ※希望があれば朝食 300円夕食 300円にて提供 

② おむつ代等  リハパン 70円(1枚当たり) パット 30円(1枚当たり) 

       ビッグパット 70円(1枚当たり) 

 

８ 留意事項 

介護保険証 ご利用のお申し込み時、また、変更、更新時に確認させてい

ただきます。 

介護保険負担割合者

証 

ご利用のお申し込み時、また、変更、更新時に確認させてい

ただきます。 

来訪 いつでもお気軽にお越しください。 

名前の記入 持ち物には、取り違えのないよう名前の記入をお願いいたし

ます。 

喫煙 所定の場所のみでお願いいたします。 

金銭、貴重品 お持込はご遠慮ください。 

物品販売 事業所内及び利用者間での物品販売に関してはご遠慮くださ

い。 

宗教活動・政治活動 事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠

慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 



９ 苦情等申立先 

窓口 「事業所案内」 

デイサービスセンターかがやき 

「行政窓口」 

福山市役所 介護保険課    電話：０８４－９２８－１１６６ 

広島県国民健康保険団体連合会 電話：０８２－５５４－０７８３ 

責任者 管理者  藤田 健祐 

ご利用方法 ご意見箱(玄関前に設置) 

電話：０８４７－５４－２３２１ 

FAX：０８４７－５４－２３２２ 

 

 

１０ 事故発生時の対応 

発生時の対応 事業所において、ご利用者に対するサービスの提供により事故が発

生した場合は、速やかに主治医、医療機関、市町、居宅介護支援事

業所、ご利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ず

る。 

損害賠償 事業所において、ご利用者に対するサービスの提供により事故が発

生した場合は、不可抗力による場合を除き、法律上の賠償責任が発

生する場合のみ損害賠償をします。ただし、ご利用者に重過失があ

る場合は、賠償額を減ずることができます。 

 

私は、本書面に基づいて事業所職員の（        ）から上記重要事項の説明

を受け、サービスの提供開始に同意します。 

令和   年  月  日 

 

利用者   住所                         

       

               氏名                    印 

 

代理人   住所                         

 

               氏名                    印 


